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報告第 28 号 

和解および損害賠償の額の決定について 

 

和解をすることおよび法律上その義務に属する損害賠償の額を定めることについて、地方自治

法(昭和 22 年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、市長において専決処分をしたので、同

条第 2 項の規定により、議会に報告する。 

令和 5 年(2023 年)12 月 18 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 

 

 

 

 



 

 

専決第 11 号 

和解および損害賠償の額の決定について 

  

和解をすることおよび法律上その義務に属する損害賠償の額を定めることについて、地方自治

法(昭和 22 年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分をする。 

令和 5 年(2023 年)11 月 27 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 

1 和解および損害賠償の相手方 

(1) 住所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

(2) 氏名  〇 〇 〇 〇 

2 和解の要旨 

彦根市は、相手方に、損害賠償金として 726,017 円を支払う。 

3 事案の概要 

令和 5 年 5 月 24 日午後 0 時 50 分頃、彦根市本庄町 1674 番地地先の交差点において、当該

交差点を西方向に走行していた相手方の車両と、県道 194 号柳川能登川線から当該交差点に進

入した公用車とが衝突したことにより、相手方が負傷したもの(令和 5 年議案第 74 号に係る事

案の人身損害分) 



報告第 29 号 

督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について 

 

督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、市長において専決処分をしたので、同条第 2 項の

規定により、議会に報告する。 

令和 5 年(2023 年)12 月 18 日 

彦根市長  和 田 裕 行   



専決第 12 号 

   督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について 

 

 督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分をする。 

  令和 5 年(2023 年)11 月 30 日 

彦根市長  和 田 裕 行   

 

1 相手方の住所および氏名 

(1) 住所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

(2) 氏名  〇 〇 〇 〇 

2 請求の趣旨 

学校給食費についての徴収金(以下「給食費徴収金」という。)67,650 円および支払督促の申

立てに係る手続費用(以下「手続費用」という。)2,588 円の計 70,238 円の支払を請求するもの 

3 請求の原因 

(1) 彦根市は、学校給食法(昭和 29 年法律第 160 号)第 4 条に基づき、彦根市が設置した小学

校および中学校において学校給食を実施している。 

(2) 彦根市は、学校給食法第 11 条第 2 項の規定を受け、次の内容で彦根市立学校給食費徴収

金取扱要綱(平成 27 年彦根市告示第 97 号)を定めている。 

ア 第 2 条 給食費徴収金は、市立の小学校および中学校に在学する児童または生徒の保護

者から徴収する。 

イ 第 3 条第 1 項 給食費徴収金の額は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

   (1) 小学校 年額 45,100 円 

   (2) 中学校 年額 47,300 円 

ウ 第 5 条 給食費徴収金は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。 

(3) 相手方の子は、彦根市立小学校に通学しており、彦根市は、当該小学校において、学校

給食を実施した。 

4 事案の概要 

彦根市は、相手方の子が通学している彦根市立小学校において学校給食を実施したが、相手

方は、給食費徴収金を滞納している。 



彦根市は、再三当該給食費徴収金を支払うよう催告したが、相手方がこれに応じないため、

令和 5 年 10 月 11 日に彦根簡易裁判所へ給食費徴収金および手続費用(以下「給食費徴収金等」

という。)の支払を求める旨の支払督促の申立てを行った。 

これに対し、相手方は、令和 5 年 10 月 25 日付けで給食費徴収金等の分割払を希望する旨の

督促異議の申立てを行った。 

当該督促異議の申立てが行われたことによって、民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)第 395

条の規定により、支払督促の申立ての時に、彦根市が給食費徴収金等の支払を請求する旨の訴

えを提起したものとみなされるものである。 

5 訴訟遂行方針 

(1) 市長が指定した弁護士を代理人とする。 

(2) 判決の結果、必要がある場合は、上訴する。 



報告第 30 号 

督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について 

 

督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、市長において専決処分をしたので、同条第 2 項の

規定により、議会に報告する。 

令和 5 年(2023 年)12 月 18 日 

彦根市長  和 田 裕 行   



専決第 13 号 

   督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について 

 

 督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分をする。 

  令和 5 年(2023 年)11 月 30 日 

彦根市長  和 田 裕 行   

 

1 相手方の住所および氏名 

(1) 住所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

(2) 氏名  〇 〇 〇 〇 

2 請求の趣旨 

学校給食費についての徴収金(以下「給食費徴収金」という。)58,630 円および支払督促の申

立てに係る手続費用(以下「手続費用」という。)2,588 円の計 61,218 円の支払を請求するもの 

3 請求の原因 

(1) 彦根市は、学校給食法(昭和 29 年法律第 160 号)第 4 条に基づき、彦根市が設置した小学

校および中学校において学校給食を実施している。 

(2) 彦根市は、学校給食法第 11 条第 2 項の規定を受け、次の内容で彦根市立学校給食費徴収

金取扱要綱(平成 27 年彦根市告示第 97 号)を定めている。 

ア 第 2 条 給食費徴収金は、市立の小学校および中学校に在学する児童または生徒の保護

者から徴収する。 

イ 第 3 条第 1 項 給食費徴収金の額は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

   (1) 小学校 年額 45,100 円 

   (2) 中学校 年額 47,300 円 

ウ 第 5 条 給食費徴収金は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。 

(3) 相手方の 2 人の子は、彦根市立小学校に通学しており、彦根市は、当該小学校において、

学校給食を実施した。 

4 事案の概要 

彦根市は、相手方の 2 人の子が通学している彦根市立小学校において学校給食を実施したが、

相手方は、給食費徴収金を滞納している。 



彦根市は、再三当該給食費徴収金を支払うよう催告したが、相手方がこれに応じないため、

令和 5 年 10 月 11 日に彦根簡易裁判所へ給食費徴収金および手続費用(以下「給食費徴収金等」

という。)の支払を求める旨の支払督促の申立てを行った。 

これに対し、相手方は、令和 5 年 10 月 26 日付けで給食費徴収金等の支払期限を指定した全

額払を希望する旨の督促異議の申立てを行った。 

当該督促異議の申立てが行われたことによって、民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)第 395

条の規定により、支払督促の申立ての時に、彦根市が給食費徴収金等の支払を請求する旨の訴

えを提起したものとみなされるものである。 

5 訴訟遂行方針 

(1) 市長が指定した弁護士を代理人とする。 

(2) 判決の結果、必要がある場合は、上訴する。 



報告第 31 号 

督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について 

 

督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、市長において専決処分をしたので、同条第 2 項の

規定により、議会に報告する。 

令和 5 年(2023 年)12 月 18 日 

彦根市長  和 田 裕 行   



専決第 14 号 

   督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について 

 

 督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分をする。 

  令和 5 年(2023 年)11 月 30 日 

彦根市長  和 田 裕 行   

 

1 相手方の住所および氏名 

(1) 住所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

(2) 氏名  〇 〇 〇 〇 

2 請求の趣旨 

学校給食費についての徴収金(以下「給食費徴収金」という。)39,420 円および支払督促の申

立てに係る手続費用(以下「手続費用」という。)2,588 円の計 42,008 円の支払を請求するもの 

3 請求の原因 

(1) 彦根市は、学校給食法(昭和 29 年法律第 160 号)第 4 条に基づき、彦根市が設置した小学

校および中学校において学校給食を実施している。 

(2) 彦根市は、学校給食法第 11 条第 2 項の規定を受け、次の内容で彦根市立学校給食費徴収

金取扱要綱(平成 27 年彦根市告示第 97 号)を定めている。 

ア 第 2 条 給食費徴収金は、市立の小学校および中学校に在学する児童または生徒の保護

者から徴収する。 

イ 第 3 条第 1 項 給食費徴収金の額は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

   (1) 小学校 年額 45,100 円 

   (2) 中学校 年額 47,300 円 

ウ 第 5 条 給食費徴収金は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。 

(3) 相手方の子は、彦根市立小学校に通学しており、彦根市は、当該小学校において、学校

給食を実施した。 

4 事案の概要 

彦根市は、相手方の子が通学している彦根市立小学校において学校給食を実施したが、相手

方は、給食費徴収金を滞納している。 



彦根市は、再三当該給食費徴収金を支払うよう催告したが、相手方がこれに応じないため、

令和 5 年 10 月 11 日に彦根簡易裁判所へ給食費徴収金および手続費用(以下「給食費徴収金等」

という。)の支払を求める旨の支払督促の申立てを行った。 

これに対し、相手方は、令和 5 年 10 月 26 日付けで給食費徴収金等の分割払を希望する旨の

督促異議の申立てを行った。 

当該督促異議の申立てが行われたことによって、民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)第 395

条の規定により、支払督促の申立ての時に、彦根市が給食費徴収金等の支払を請求する旨の訴

えを提起したものとみなされるものである。 

5 訴訟遂行方針 

(1) 市長が指定した弁護士を代理人とする。 

(2) 判決の結果、必要がある場合は、上訴する。 



報告第 32 号 

督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について 

 

督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、市長において専決処分をしたので、同条第 2 項の

規定により、議会に報告する。 

令和 5 年(2023 年)12 月 18 日 

彦根市長  和 田 裕 行   



専決第 15 号 

   督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について 

 

 督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分をする。 

  令和 5 年(2023 年)11 月 30 日 

彦根市長  和 田 裕 行   

 

1 相手方の住所および氏名 

(1) 住所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

(2) 氏名  〇 〇 〇 〇 

2 請求の趣旨 

学校給食費についての徴収金(以下「給食費徴収金」という。)63,700 円および支払督促の申

立てに係る手続費用(以下「手続費用」という。)2,588 円の計 66,288 円の支払を請求するもの 

3 請求の原因 

(1) 彦根市は、学校給食法(昭和 29 年法律第 160 号)第 4 条に基づき、彦根市が設置した小学

校および中学校において学校給食を実施している。 

(2) 彦根市は、学校給食法第 11 条第 2 項の規定を受け、次の内容で彦根市立学校給食費徴収

金取扱要綱(平成 27 年彦根市告示第 97 号)を定めている。 

ア 第 2 条 給食費徴収金は、市立の小学校および中学校に在学する児童または生徒の保護

者から徴収する。 

イ 第 3 条第 1 項 給食費徴収金の額は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

   (1) 小学校 年額 45,100 円 

   (2) 中学校 年額 47,300 円 

ウ 第 5 条 給食費徴収金は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。 

(3) 相手方の子は、彦根市立中学校に通学しており、彦根市は、当該中学校において、学校

給食を実施した。 

4 事案の概要 

彦根市は、相手方の子が通学している彦根市立中学校において学校給食を実施したが、相手

方は、給食費徴収金を滞納している。 



彦根市は、再三当該給食費徴収金を支払うよう催告したが、相手方がこれに応じないため、

令和 5 年 10 月 11 日に彦根簡易裁判所へ給食費徴収金および手続費用(以下「給食費徴収金等」

という。)の支払を求める旨の支払督促の申立てを行った。 

これに対し、相手方は、令和 5 年 10 月 31 日付けで給食費徴収金等の分割払を希望する旨の

督促異議の申立てを行った。 

当該督促異議の申立てが行われたことによって、民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)第 395

条の規定により、支払督促の申立ての時に、彦根市が給食費徴収金等の支払を請求する旨の訴

えを提起したものとみなされるものである。 

5 訴訟遂行方針 

(1) 市長が指定した弁護士を代理人とする。 

(2) 判決の結果、必要がある場合は、上訴する。 



報告第 33 号 

督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について 

 

督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、市長において専決処分をしたので、同条第 2 項の

規定により、議会に報告する。 

令和 5 年(2023 年)12 月 18 日 

彦根市長  和 田 裕 行   



専決第 16 号 

   督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について 

 

 督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分をする。 

  令和 5 年(2023 年)11 月 30 日 

彦根市長  和 田 裕 行   

 

1 相手方の住所および氏名 

(1) 住所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

(2) 氏名  〇 〇 〇 〇 

2 請求の趣旨 

学校給食費についての徴収金(以下「給食費徴収金」という。)41,810 円および支払督促の申

立てに係る手続費用(以下「手続費用」という。)2,588 円の計 44,398 円の支払を請求するもの 

3 請求の原因 

(1) 彦根市は、学校給食法(昭和 29 年法律第 160 号)第 4 条に基づき、彦根市が設置した小学

校および中学校において学校給食を実施している。 

(2) 彦根市は、学校給食法第 11 条第 2 項の規定を受け、次の内容で彦根市立学校給食費徴収

金取扱要綱(平成 27 年彦根市告示第 97 号)を定めている。 

ア 第 2 条 給食費徴収金は、市立の小学校および中学校に在学する児童または生徒の保護

者から徴収する。 

イ 第 3 条第 1 項 給食費徴収金の額は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

   (1) 小学校 年額 45,100 円 

   (2) 中学校 年額 47,300 円 

ウ 第 5 条 給食費徴収金は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。 

(3) 相手方の子は、彦根市立中学校に通学しており、彦根市は、当該中学校において、学校

給食を実施した。 

4 事案の概要 

彦根市は、相手方の子が通学している彦根市立中学校において学校給食を実施したが、相手

方は、給食費徴収金を滞納している。 



彦根市は、再三当該給食費徴収金を支払うよう催告したが、相手方がこれに応じないため、

令和 5 年 10 月 11 日に彦根簡易裁判所へ給食費徴収金および手続費用(以下「給食費徴収金等」

という。)の支払を求める旨の支払督促の申立てを行った。 

これに対し、相手方は、令和 5 年 11 月 1 日付けで給食費徴収金等の分割払を希望する旨の督

促異議の申立てを行った。 

当該督促異議の申立てが行われたことによって、民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)第 395

条の規定により、支払督促の申立ての時に、彦根市が給食費徴収金等の支払を請求する旨の訴

えを提起したものとみなされるものである。 

5 訴訟遂行方針 

(1) 市長が指定した弁護士を代理人とする。 

(2) 判決の結果、必要がある場合は、上訴する。 



報告第 34 号 

督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について 

 

督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、市長において専決処分をしたので、同条第 2 項の

規定により、議会に報告する。 

令和 5 年(2023 年)12 月 18 日 

彦根市長  和 田 裕 行   



専決第 17 号 

   督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について 

 

 督促異議の申立てのあった支払督促の申立てに係る訴えの提起について、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分をする。 

  令和 5 年(2023 年)11 月 30 日 

彦根市長  和 田 裕 行   

 

1 相手方の住所および氏名 

(1) 住所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

(2) 氏名  〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 

2 請求の趣旨 

学校給食費についての徴収金(以下「給食費徴収金」という。)74,800 円および支払督促の申

立てに係る手続費用(以下「手続費用」という。)2,588 円の計 77,388 円の支払を請求するもの 

3 請求の原因 

(1) 彦根市は、学校給食法(昭和 29 年法律第 160 号)第 4 条に基づき、彦根市が設置した小学

校および中学校において学校給食を実施している。 

(2) 彦根市は、学校給食法第 11 条第 2 項の規定を受け、次の内容で彦根市立学校給食費徴収

金取扱要綱(平成 27 年彦根市告示第 97 号)を定めている。 

ア 第 2 条 給食費徴収金は、市立の小学校および中学校に在学する児童または生徒の保護

者から徴収する。 

イ 第 3 条第 1 項 給食費徴収金の額は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

   (1) 小学校 年額 45,100 円 

   (2) 中学校 年額 47,300 円 

ウ 第 5 条 給食費徴収金は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。 

(3) 相手方の子は、彦根市立小学校に通学しており、彦根市は、当該小学校において、学校

給食を実施した。 

4 事案の概要 

彦根市は、相手方の子が通学している彦根市立小学校において学校給食を実施したが、相手

方は、給食費徴収金を滞納している。 



彦根市は、再三当該給食費徴収金を支払うよう催告したが、相手方がこれに応じないため、

令和 5 年 10 月 11 日に彦根簡易裁判所へ給食費徴収金および手続費用(以下「給食費徴収金等」

という。)の支払を求める旨の支払督促の申立てを行った。 

これに対し、相手方は、令和 5 年 11 月 4 日付けで給食費徴収金等の分割払を希望する旨の督

促異議の申立てを行った。 

当該督促異議の申立てが行われたことによって、民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)第 395

条の規定により、支払督促の申立ての時に、彦根市が給食費徴収金等の支払を請求する旨の訴

えを提起したものとみなされるものである。 

5 訴訟遂行方針 

(1) 市長が指定した弁護士を代理人とする。 

(2) 判決の結果、必要がある場合は、上訴する。 



報告第 35 号 

損害賠償の額の決定について 

 

法律上その義務に属する損害賠償の額を定めることについて、地方自治法(昭和 22 年法律第 67

号)第 180 条第 1 項の規定により、市長において専決処分をしたので、同条第 2 項の規定により、

議会に報告する。 

令和 5 年(2023 年)12 月 18 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 



専決第 18 号 

損害賠償の額の決定について 

  

法律上その義務に属する損害賠償の額を定めることについて、地方自治法(昭和 22 年法律第 67

号)第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり専決処分をする。 

令和 5 年(2023 年)12 月 4 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 

1 損害賠償の相手方 

(1) 住所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

(2) 氏名  〇 〇 〇 〇 

2 損害賠償の額 

彦根市は、相手方に、損害賠償金として 50，600 円を支払う。 

3 事案の概要 

令和 5 年 9 月 20 日午前 9 時頃、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇において、公用車が後部昇降機を下

げた状態で移動したところ、当該後部昇降機が相手方の敷地内のコンクリート舗装に接触した

ことにより、これを損傷したもの 

 


